【変更点】

受託研究（治験以外）契約書の一部変更を行いました。
（以下対比表参照）
受託研究（治験以外）契約書　　　（別記様式５）
	　　　　　　　　　旧
	　　　　　　　　　　新

	（債権の保全）

第１１条　この契約により乙が甲に金銭債務を負うこととなる場合には、法令の規定によるほか、次の各号の定めるところに従うものとする。

　①　乙は、甲が定める履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として、当該債務金額に対して、履行期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年５パーセントにより計算した金額を国立病院機構に支払わなければならない。

②　甲又は国立病院機構は、債権の保全上必要があると認めるときは、乙の業務又は資産の状況に関し乙に対して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。

乙が前号に掲げる事項に従わないときは、甲又は国立病院機構は当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。

　

	　（債権の保全）

第１１条　この契約により乙が甲に金銭債務を負うこととなる場合には、法令の規定によるほか、次の各号の定めるところに従うものとする。

　①　乙は、甲が定める履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として、当該債務金額に対して、履行期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年５パーセントにより計算した金額を国立病院機構に支払わなければならない。

②　甲又は国立病院機構は、債権の保全上必要があると認めるときは、乙の業務又は資産の状況に関し乙に対して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。

③乙が前号に掲げる事項に従わないときは、甲又は国立病院機構は当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。




